
自然緑地保全区域 指定解除（一部）

指定番号 申請所在地番 地積（㎡） 主要樹木 用途地域等 

１４７ 上今泉六丁目133-4ほか 
219.19

（一部解除） 
シラカシ 

第一種低層住居 

専用地域 

解除理由：売却のため (今後宅地造成を予定)

地番 133-4 の一部、地番 136-1 の一部及び地番 136-4 の一部を 

解除したい。※赤色部分 

744 ㎡－219.19 ㎡(解除)＝524.81 ㎡(残)※緑色部分

座間市 

亀島 
自然公園 

現地写真 地図の の位置です

133-4 
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※ プライバシー等に関するものは表示しておりません。



自然緑地保存樹木等 新規指定

指定番号 申請所在地 樹種 樹高 幹周 枝張長 枝葉面積 

（２５９） 

大谷南 4-6-23 

ヒマラヤスギ 19ｍ 1.9ｍ 10ｍ 78.5 ㎡ 

（２６０） ヒマラヤスギ 19ｍ 1.5ｍ 10ｍ 78.5 ㎡ 

（２６１） ヒマラヤスギ 18ｍ 1.7ｍ 10ｍ 78.5 ㎡ 

（２６２） ヒマラヤスギ 18ｍ 1.8ｍ 10ｍ 78.5 ㎡ 

県
道
４
０
７
号

大谷近隣公園 保存樹木 
（259）～（262） 

現地写真 地図の の位置です

(259) 

(260) (261) 

(262) 

2
※ プライバシー等に関するものは表示しておりません。
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まち条例に基づく緑地面積の確保

⇒緑地面積は植樹された樹木の実態（種類

や樹高等）に応じて算定

※一定の範囲内で屋上緑化等の特殊な緑化

も算定対象とする

開発行為等に係る緑化基準の見直しについて 

１ 見直しの背景 

 現在、市内で行われる開発行為等に係る緑化については、以下の体系で指導しています。

このように、別個独立の基準であることや、その指導基準の内容から、実務上の課題があ

り、緑化指導に際し対応に苦慮することが少なからずあります。

＜主な課題＞

○指導根拠が異なるため、事業者の理解を得にくいことがある。

○緑地面積には緩和規定があるが、植樹にはないため、指導に齟齬を来たすことがある。

○樹木の規模に関わらず同じ１本として算定されるため、実態とそぐわないことがある。

 このような状況の中、現在、市が策定を進めている「（仮称）海老名市住みよいまちづく

り条例」（まち条例）では、開発指導要綱の条例化が検討されています。これにより、緑地

面積確保の根拠も要綱から条例に変わることから、まち条例の策定に併せて緑化の基準を見

直し、課題解決を図りたいと考えるものです。

２ 見直しの考え方 

 まち条例の策定に併せて、以下のとおり緑化基準を見直します。

＜現行＞                ＜見直し案＞

３ 見直しに向けたスケジュール 

 まち条例の策定と併せて環境保全条例の植樹関係例規を改正する必要があるため、まち条

例の策定スケジュールを踏まえながら、基準の見直しを進めていきます。

事業区域面積に応じた緑地面積の確保

＜根拠＞

市開発指導要綱

緑地面積

事業区域面積に応じた本数の樹木を植樹

＜根拠＞

市環境保全条例

植樹

開発指導要綱に基づく

緑地面積の確保

環境保全条例に基づく

植樹

緑地面積

植樹

緑地面積

資料２
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環境基金について

１ 環境基金の目的

地球環境に配慮し、市民と協働して地域における良好な環境の保全と創造 

に関する事業を推進する財源とする。

２ 環境基金の使い道

 （1） エネルギー、環境負荷対策

  （2） 資源化、美化対策

  （3） 緑化対策

  （4） 環境教育・啓発対策    等

３ 平成 29 年 1 月 10 日現在  環境基金残金 33,932,175 円

近年の市民、市民団体及び事業者等からの寄付・募金

年度 件数 寄附金額

平成 26 年度 10 件 724,691 円

平成 27 年度 10 件 662,699 円

平成 28 年度 10 件 568,194 円（1 月 13 日現在）

４ 平成 29 年度の充当予定事業

   次ページのとおり

５ 環境基金の今後

現在、環境に関する寄附は「環境基金」と「『ふるさと納税寄附金』の自

然環境を保全・創造するための事業」の２種類ある。

ふるさと納税寄附金の使途の明確化 及び 市全体の寄附金の効率的な運

用を図るため、平成 29 年３月 31 日より、『（仮称）海老名市応援まごころ

基金』を設置し、『海老名市環境基金』がこれに統合され、一本化される

予定。

        現行

環境基金

ふるさと納税寄附金

環境、安全、福祉等 10 種類

海老名市応援まごころ基金

環境、安全、福祉等 10 種類

資料３
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＜平成 29 年度充当予定案件＞

№ 事業名（対象） 目的・内容 ランク

1
庁用車両管理経費

更新予定共用車 2 台

・共用車リース（スズキソリオ）

・共用車リース（プリウス）
C

2
工業振興対策事業費

市内企業

・ＩＳＯ（1 件）

・太陽光発電施設（1 件）

・ＬＥＤ照明設備（5 件）

C

3
環境保全対策支援事業費

省エネルギー・再生可能エネルギー活用

設備や低公害車を導入する市民等

・太陽光発電施設（150 件）

・定置用リチウムイオン蓄電池（30 件）

・エネファーム（35 件）

・電気自動車（25 件）

・急速充電可能ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車（20 件）

・燃料電池自動車（5 件）

A

4
緑化推進事業費

（地域緑化奨励）

地域の緑地整備や緑地管理を行う団体

・緑地整備（1 件）

・緑地管理（24 件）
A

5

保全区域等指定事業費

自然緑地保全区域の所有者等、自然緑地

保存樹木の所有者等、生垣の新規設置者

または保存生垣の所有者等

・自然緑地保全区域指定奨励 

・自然緑地保存樹木指定奨励

・生垣設置奨励

・保存生垣奨励

B

6
廃棄物減量化事業費

市民、海老名市内の事業者、市

・市業務用大型生ごみ処理機導入

・ごみ減量の重要性、実践のための情報発信、啓発活動

・生ごみ処理機設置費の一部を補助。ごみ減量化の促進を図る。

A
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今後の海老名市における環境の取組みについて 

１ 独自の環境マネジメントシステムへの移行 

海老名市では平成 13 年度より環境に関する国際規格である ISO14001

の認証による様々な環境への取組みを推進してきましたが、平成 29 年 4

月 1 日より、ISO14001 の認証に依らない独自の環境マネジメントシステ

ムへ移行します。 

市の事務事業の進行と一体的に取り組むシステムを構築し、効率的か

つ効果的な環境配慮を推進します。 

２ 環境審議会の関わり 

(１)外部評価の実施 

    前年度における環境評価対象事業（環境基本計画の体系に該当する

環境への影響が大きい事業）の実施内容について、外部評価をお願い

することを検討しています。 

※初回の環境評価の実施時期は平成 30 年春を予定 

(２)不適合事項（法令基準値の超過等）の改善措置内容に係る意見照会 

    環境法令が定める基準値の超過等が生じた場合について、その改善

措置内容について所管課より説明し、ご意見を頂戴することを検討し

ています。 

３ 環境関連諸計画について 

(１)環境基本計画

総合計画の計画延長と合わせ、平成 31 年度まで計画を延長します。 

(２)地球温暖化対策実行計画

ISO による進行管理から海老名環境マネジメントシステムによる進

行管理へ変更する。

○環境評価実施に係る評価基準

４：計画を上回る環境配慮を実施できた。

３：概ね計画通りの環境配慮を実施できた。

２：一部計画通りの環境配慮を実施できなかった。

１：ほとんど計画通りの環境配慮を実施できなかった。
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海老名市環境審議会条例の一部改正について 

本市における環境の取組みの変更、廃棄物対策の強化等、環境基本法第44条

の規定に基づき設置している海老名市環境審議会の関わりを平成29年度から次

のとおり見直したく、これに伴う条例の一部改正を行いたいことから、貴審議

会の意見を求めるものです。

１ 改正理由 

   市の環境への取組みについて、これまでの ISO14001 から海老名環境マ

ネジメントシステムに移行することにより、審議会に環境評価の機能を持

たせること、審議する重要事項を具体的な所掌事務として定める等、必要

な改正を行う。

２ 主な改正点 

（１）審議会所掌事務の明確化 

    平成 29 年度から行財政マネジメントシステムと連携した、海老名環境

マネジメントシステムにより推進する、本市の環境への取組みについて、

環境審議会による外部評価を実施することや、これまで、環境施策全般

の中で扱ってきた廃棄物対策について、所掌事務に具体的に規定する。

（２）部会の設置 

審議の内容によっては、専門的な知見を有する者や地域等を代表する

者により、集中的・専門的に審議することで審議会の効率的な運営を図

ることも考えられることから、必要な者による部会を設置して、重点的

な審議を進めることを「できる規定」として定める。

（３）自然緑地保全区域・保存樹木の指定及び解除に係る審議方法の見直し 

    自然緑地保全区域・保存樹木の解除を審議会に諮ることについては、

審議会の開催数が限られていることなどから、申請者の希望通りの審議

を図ることが困難な場合がある。よって、通常の審議会の開催を待って

は、申請者に不利益が生じるおそれがあるものについては、審議会の開

催に依らず文書による案件審議を図ることが「できる規定」を定める。

３ 今後の進め方 

平成 29 年４月１日付で条例の改正施行を行い、平成 29 年６月に予定さ

れている改選以降に適用する。 
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